
 議案第２９号 

 

   新市建設計画の変更について 

 

新市建設計画の一部を変更することについて、市町村の合併の特例に関する 

法律（昭和４０年法律第６号）附則第２条第２項の規定によりなおその効力を 

有することとされる同法第５条第７項の規定により、議会の議決を求める。 

 

   令和６年２月２９日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   
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表 紙 新市建設計画 

  変更計画 

                   平成２５年３月 

                  茨城県 かすみがうら市 

新市建設計画 

  変更計画 

                    令和６年３月 

                  茨城県 かすみがうら市 
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第３節 総人口の減少・少子高齢化への対応の必要性 

〈文章省略〉 

 

（参考）わが国の人口推移と推計 
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資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口」(平成 24 年１月推計)（中位推計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 総人口の減少・少子高齢化への対応の必要性 

〈文章省略〉 

 

（参考）わが国の人口推移と推計 
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資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口」(令和 5 年推計)（中位推計）」 
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第５節 厳しい財政状況に対応する必要性 

今日、わが国の財政は危機的状況にあるといわれています。国と地方を

合わせた長期債務残高は 700兆円に到達するとともに、長年、わが国の地

方財政を支えてきた地方交付税の財源にも不足が生じています。 

 

（参考）国・地方の長期債務残高の推移 
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資料：財務省 

 

第３節 計画の期間 

本計画の期間は、東日本大震災による特例措置を受け、平成 17 年度か

ら平成 26 年度までの 10 か年を 10 年延長し、平成 36 年度までの 20 か年

とします。 

 

 

第２章 人口と世帯など 

第１節 人口と世帯 

平成 12 年の国勢調査によると、新市（霞ヶ浦町と千代田町）の人口

は、 45,229 人で、世帯数は 14,011 世帯となっています。両町とも人

口は、昭和 40 年頃から徐々に増加を続けてきましたが、近年はほぼ横

ばいとなっています。 

また、一世帯当たりの人員は 3.2 人で、全国平均より 0.5 人多くなっ

ていますが、減少する傾向にあり、核家族化が進んでいます（図表３中、

平成 12 年の値）。 

第５節 厳しい財政状況に対応する必要性 

今日、わが国の財政は危機的状況にあるといわれています。国と地方を

合わせた長期債務残高は 1,200 兆円に到達するとともに、長年、わが国の

地方財政を支えてきた地方交付税の財源にも不足が生じています。 

 

（参考）国・地方の長期債務残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：財務省 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画の期間は、東日本大震災による特例措置を受け、平成 17 年度か

ら令和 6 年度までの 20 か年を 5 年延長し、令和 11 年度までの 25 か年と

します。 

 

 

第２章 人口と世帯など 

第１節 人口と世帯 

平成 12 年の国勢調査によると、新市（霞ヶ浦町と千代田町）の人口

は、 45,229 人で、世帯数は 14,011 世帯となっています。両町とも人

口は、昭和 40 年頃から徐々に増加を続けてきましたが、近年は減少傾

向となっています。 

また、一世帯当たりの人員は 3.2 人で、全国平均より 0.5 人多くなっ

ていますが、減少する傾向にあり、核家族化が進んでいます（図表３中、

平成 12 年の値）。 
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【図表３】総人口・世帯数・一世帯当たり人口の推移 

 
資料：国勢調査 

第２節 年齢構成 

新市の年齢構成は、年少人口（０～14 歳人口）の割合が 14.8％、生

産年齢人口（15～64歳）が 68.2％、高齢人口（65歳以上）が 17.0％と、

全国平均とほぼ同じで、少子高齢化が進んでいます（図表４中、平成 12

年の値）。 

【図表４】年齢別人口の推移 
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※100％調整は実施していない。 

資料：国勢調査 

【図表３】総人口・世帯数・一世帯当たり人口の推移 

 
資料：国勢調査 

第２節 年齢構成 

新市の年齢構成は、年少人口（０～14 歳人口）の割合が 14.8％、生

産年齢人口（15～64歳）が 68.1％、高齢人口（65歳以上）が 17.0％と、

全国平均とほぼ同じで、少子高齢化が進んでいます（図表４中、平成 12

年の値）。 

【図表４】年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※100％調整は実施していない。 

                 ※年齢不詳者数を含まない。 

資料：国勢調査 
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第３節 就業人口 

〈文章省略〉 

【図表５】産業別就業割合の推移 
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※100％調整は実施していない。  

資料：国勢調査 

 

【図表６】産業別就業人口の推移 

（単位：人） 

 総数 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

昭和 55年 20,362 7,294 6,022 7,018 

昭和 60年 21,247 6,181 6,592 8,438 

平成 2年 22,510 4,834 7,878 9,667 

平成 7年 24,380 3,952 8,762 11,470 

平成 12年 24,094 3,477 8,195 12,115 

平成 17年 22,985 3,171 7,344 12,218 

平成 22年 22,603 2,007 6,512 11,727 

資料：国勢調査 

※02 及び 03（省略） 

※04. 第３次産業：電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・

小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業（公務員を含

む。）のこと。 

 

第３節 就業人口 

〈文章省略〉 

【図表５】産業別就業割合の推移

 
 

※100％調整は実施していない。  

資料：国勢調査 

 

【図表６】  産業別就業人口の推移 

（単位：人） 

 総数 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

昭和 55年 20,362 7,294 6,022 7,018 

昭和 60年 21,247 6,181 6,592 8,438 

平成 2年 22,510 4,834 7,878 9,667 

平成 7年 24,380 3,952 8,762 11,470 

平成 12年 24,094 3,477 8,195 12,115 

平成 17年 23,250 3,153 7,466 12,404 

平成 22年 22,603 2,007 6,512 11,727 

平成 27年 21,264 2,245 6,631 12,027 

令和 2年 20,455 2,145 6,287 11,909 

資料：国勢調査 

 ※産業別の就業者数及び就業割合には分類不能の産業を含まない。 

※02 及び 03（省略） 

※04. 第３次産業：電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・

小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業、公務（他に

分類されないもの）のこと。 
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【図表５】産業別就業割合の推移
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第３章 主要指標の見通し 

 

１ 人口 

新市の人口は、過去の増減傾向から単純に推計すると、平成 37年

には 39,170 人になる見通しです。また、年齢区分ごとの人口では、

年少人口や生産年齢人口はやや減少傾向で推移する一方で高齢人口

が増加し、平成 37年の高齢化率は約 32％に達する見通しです（図表

17、図表 18）。 

なお、平成 19 年 3 月に策定した「かすみがうら市総合計画・基本

構想」では、開発動向などの考慮や種々の人口増加を図るための検

討、施策等を推進することとして、まちづくりの目標とする将来人口

を 46,000 人（平成 28 年）に設定しています。 

 

２ 世帯数 

新市の世帯数は、平成 37 年に約 15,400 世帯になる見通しです。

また、一世帯当たりの人員については今後も減少傾向にあり、平成 37

年には 2.54人になる見通しです（図表 18）。 

 

３ 就業人口 

新市の就業人口は、平成 37 年には約 21,000人になる見通しです。

また、産業別就業人口の割合では、第 1 次産業は減少傾向、第 2 次

産業はほぼ横ばい、第 3 次産業は増加する見通しです（図表 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 主要指標の見通し 

 

１ 人口 

新市の人口は、過去の増減傾向から単純に推計すると、令和 12年

には 36,261 人になる見通しです。また、年齢区分ごとの人口では、

年少人口や生産年齢人口はやや減少傾向で推移する一方で高齢人口

が増加し、令和 12 年の高齢化率は 35％を超える見通しです（図表

17、図表 18）。 

なお、平成 19 年 3 月に策定した「かすみがうら市総合計画・基本

構想」では、開発動向などの考慮や種々の人口増加を図るための検

討、施策等を推進することとして、まちづくりの目標とする将来人口

を 46,000 人（平成 28 年）に設定しています。 

 

２ 世帯数 

新市の世帯数は、令和 12 年に 15,798 世帯になる見通しです。ま

た、一世帯当たりの人員については今後も減少傾向にあり、令和 12

年には 2.33人になる見通しです（図表 18）。 

 

３ 就業人口 

新市の就業人口は、令和 12 年には 18,783 人になる見通しです。

また、産業別就業人口の割合では、第 1 次産業・第 2 次産業は減少

傾向、第 3次産業は横ばいの見通しです（図表 18）。 
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【図表 17】将来人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 22年度までは実績値。100％調整は実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊平成 22年までは実績値（国勢調査）。平成 27年からは推計値。 

 

 

【図表 17】将来人口の見通し 

 
※令和 2年度までは実績値。100％調整は実施していない。 

 

 

＊令和２年までは実績値（国勢調査）。令和７年からは国立社会保障・人口

問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（2023 年推計）」による推計

値。 
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【図表１７】将来人口の見通し

年少人口 生産年齢人口 高齢人口

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 

総 人 口 45,229 44,603 43,553 42,147 40,087 38,225 36,261 

年

齢

別

人

口 

年少人口(0～14歳) 6,705 6,198 5,889 5,175 4,379 3,541 2,943 

割 合 14.8% 14.0% 13.6% 12.3% 10.9% 9.3% 8.1% 

生産年齢人口(15～64歳) 30,815 29,445 27,543 25,277 22,924 21,766 20,467 

割 合 68.1% 66.3% 63.4% 60.0% 57.2% 56.9% 56.4% 

高齢人口(65歳以上) 7,689 8,750 10,023 11,695 12,784 12,918 12,851 

割 合 17.0% 19.7% 23.1% 27.7% 31.9% 33.8% 35.4% 

世帯数 14,011 14,302 14,730 15,142 15,271 15,651 15,798 

一世帯当たり人員 3.23 3.12 2.96 2.78 2.63 2.48 2.33 

就業者数 24,094 23,250 22,603 21,264 20,455 19,806 18,783 

産

業

別

 

第１次産業就業者数 3,477 3,153 2,007 2,245 2,145 1,882 1,615 

割 合 14.6% 13.7% 9.9% 10.7% 10.5% 9.5% 8.6% 

第２次産業就業者数 8,195 7,466 6,512 6,631 6,287 5,961 5,503 

割 合 34.5% 32.4% 32.2% 31.7% 30.9% 30.1% 29.3% 

第３次産業就業者数 12,115 12,404 11,727 12,027 11,909 12,002 11,758 

割 合 50.9% 53.9% 57.9% 57.5% 58.5% 60.6% 62.6% 

 

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 

総 人 口 45,229 44,603 43,553 42,380 40,870 39,170 

年

齢

別

人

口 

年少人口(0～14歳) 6,708 6,228 5,902 5,350 4,710 4,260 

割 合 14.8% 14.0% 13.6% 12.6% 11.5% 10.9% 

生産年齢人口(15～64歳) 30,829 29,586 27,607 25,490 23,730 22,580 

割 合 68.2% 66.3% 63.4% 60.1% 58.1% 57.6% 

高齢人口(65歳以上) 7,692 8,789 10,044 11,540 12,430 12,330 

割 合 17.0% 19.7% 23.1% 27.2% 30.4% 31.5% 

世帯数 14,011 14,302 14,730 15,094 15,297 15,406 

一世帯当たり人員 3.23 3.12 2.96 2.81 2.67 2.54 

就業人口 24,094 23,250 22,603 22,230 21,708 20,958 

産

業

別

 

第１次産業就業人口 3,477 3,171 2,007 1,783 1,434 1,141 

割 合 14.4% 13.6% 8.9% 8.0% 6.6% 5.4% 

第２次産業就業人口 8,195 7,344 6,512 6,273 5,817 5,332 

割 合 34.0% 31.6% 28.8% 28.2% 26.8% 25.4% 

第３次産業就業人口 12,115 12,218 11,727 12,564 12,883 13,061 

割 合 50.3% 52.6% 51.9% 56.5% 59.3% 62.3% 
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＊人口の将来見通しについては、平成２、７、12、17、22年の５時点間の

コーホートセンサス変化率法で推計を行い、一世帯当り人員が平成２、

７、12、17、22年の５時点間からの減少傾向を維持するものとして、世

帯数を推計した。 

＊就業人口は、平成 22年の 15 歳以上人口に対する就業人口の割合を求め、

それが一定に推移すると仮定して推計した。各産業分野の就業人口は、

平成２、７、12、17、22年の５時点間からの就業割合の増減傾向を維持

するものとして推計した。 

 

＊100％調整は実施していない。 

 

２ 地区拠点 

（１）行政拠点 

現在の霞ヶ浦町役場周辺と千代田町役場周辺を行政拠点と位置

づけます。 

 

（２）環境保全・交流拠点 

霞ヶ浦地域の歩崎公園周辺や茨城県霞ケ浦環境科学センター周

辺、富士見塚古墳公園周辺と、千代田地域の雪入ふれあいの里公

園周辺や佐谷・土田地区周辺、環境クリーンセンター周辺を新市

における環境保全・交流の拠点と位置づけます。 

 

● 「茨城県霞ケ浦環境科学センター」や「雪入ふれあいの里公園」、「環

境クリーンセンター」などを活用した環境学習を推進することにより、

住民の環境への関心を高め、住民と行政が一体となり積極的に環境保全

に取り組みます。 

 

● 新市と周辺都市、さらには高速道路や百里飛行場等の基幹的な交通ネ

ットワークへのアクセスの確保を図るため、国道や県道などの整備を促

進し、広域的な幹線道路ネットワークを形成します。 

 

 

● 公共交通機関については、ＪＲ常磐線や民間バス路線の利便性の向上

を図るとともに、各集落と主要な公共施設を結ぶ循環バスの拡充を検討

します。 

＊各年齢別人口は年齢不詳者数を含まない。 
＊一世帯当り人員は平成 12、17、22、27、令和２年の５時点間からの減少

傾向を維持するものとして、世帯数を推計した。 

 

 

＊令和７年、12 年の就業者数は、令和２年の 15 歳以上人口に対する就業

者数の割合をもとに、それが一定に推移すると仮定して推計した。各産

業分野の就業者数は、平成 12、17、22、27、令和２年の５時点間からの

就業割合の増減傾向を維持するものとして推計した。 

＊産業別の就業者数及び割合には、分類不能の産業を含まない。 

  

 

２ 地区拠点 

（１）行政拠点 

現在の霞ヶ浦庁舎周辺と千代田庁舎周辺を行政拠点と位置づけ

ます。 

 

（２）環境保全・交流拠点 

霞ヶ浦地域の歩崎公園周辺や茨城県霞ケ浦環境科学センター周

辺、富士見塚古墳公園周辺と、千代田地域の雪入ふれあいの里公

園周辺や佐谷・土田地区周辺を新市における環境保全・交流の拠

点と位置づけます。 

 

● 「茨城県霞ケ浦環境科学センター」や「雪入ふれあいの里公園」など

を活用した環境学習を推進することにより、住民の環境への関心を高

め、住民と行政が一体となり積極的に環境保全に取り組みます。 

 

 

● 新市と周辺都市、さらには高速道路や茨城空港等の基幹的な交通ネッ

トワークへのアクセスの確保を図るため、国道や県道などの整備を促進

し、広域的な幹線道路ネットワークを形成します。 

 

 

● 公共交通機関については、将来の公共交通の維持、利便性向上を図る

ため、自動運転技術の導入に向けた環境づくりを進めるとともに、ＪＲ

神立駅を拠点とする公共交通のネットワーク形成を図ります。 
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また、住民生活の利便性の向上や地域振興の期待が大きい百里飛行

場民間共用化を促進します。 

 

● 神立駅周辺については、関係機関との連携のもと、駅舎の整備や区画

整理事業、街路整備事業などによる市街地整備の推進など、商業機能や

交流機能を備えたにぎわいのある市街地の形成を図ります。 

 

● 地域防災計画に基づき、消防施設や防災活動拠点の充実、地域防災無

線の整備などの消防・防災体制の強化を図るとともに、避難路や避難所、

飲料水の確保など、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

 

● 来訪者や住民が気軽に集い、交流する場として、ドラゴンボートレー

ス大会やフルーツ交流まつりなど、シンボル的な観光イベントの創出と

定着により、新市のイメージを広く発信し、交流人口の拡大を図ります。  

 

 

● 既存公共施設の機能の拡張やネットワーク化を図り、便利で効率的な

運営を推進します。また、住民ガイドブックなどの作成により、住民に親

しまれ利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

 

施 策 名 主 要 事 業 

地域コミュニティの支援 自治振興事業 

国際交流推進事業 

男女共同参画の推進 男女共同参画推進事業 

講演会、啓発事業の開催 

広報・広聴活動の充実 広報･広聴推進事業 

テレフォンガイドシステム整備事業 

情報公開推進事業 

行政サービスの向上 庁舎等増改築事業 

霞ヶ浦庁舎建設事業 

合併市町村振興基金積立事業 

サイン計画整備事業 

 

 

 

● 神立駅周辺については、関係機関との連携のもと、商業機能や交流機

能を備えたにぎわいのある市街地の形成を図ります。 

 

 

● 国土強靭化地域計画に基づき、消防施設や防災活動拠点の充実、地域

防災無線の整備などの消防・防災体制の強化を図るとともに、避難路や

避難所、飲料水の確保など、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

 

● 来訪者や住民が気軽に集い、交流する場として、シンボル的な観光イ

ベントの創出と定着により、新市のイメージを広く発信し、交流人口の

拡大を図ります。  

 

 

● 既存公共施設の機能の拡張やネットワーク化、また、人口が集中する

市街地における行政窓口の充実を図り、便利で効率的な運営を推進しま

す。また、住民ガイドブックなどの作成により、住民に親しまれ利用しや

すい環境づくりに努めます。 

 

 

施 策 名 主 要 事 業 

地域コミュニティの支援 自治振興事業 

国際交流推進事業 

男女共同参画の推進 男女共同参画推進事業 

講演会、啓発事業の開催 

広報・広聴活動の充実 広報･広聴推進事業 

テレフォンガイドシステム整備事業 

情報公開推進事業 

行政サービスの向上 庁舎整備事業 

庁舎等増改築事業 

霞ヶ浦庁舎建設事業 

合併市町村振興基金積立事業 
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地図情報統合事業 

市民ガイドブック作成事業 

新市要覧作成事業 

電子自治体推進事業 

新市ホームページ整備事業 

職員研修の充実 

 

 

第７編 公共的施設の適正配置と整備 

 

公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配

慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、さらには財政事情等を勘案し、

適正配置と整備を図っていきます。 

適正配置と整備の検討にあたっては、行財政運営の効率化はもとより、

現在の公共的施設の有効利用・相互利用等を総合的に勘案し、住民サービ

スの向上を図るよう配慮するものとします。 

現在の千代田町役場は、「千代田庁舎」として新市の事務所となるとと

もに、基幹的な機能を持たせます。また、現在の霞ヶ浦町役場については、

「霞ヶ浦庁舎」として移転整備を行います。両庁舎では、窓口サービス機

能を充実するとともに、電算システムの統合や一元化を行い、個々の施設

が有機的に機能するようネットワークを活用しながら行政の情報化を進

め、高度な行政機能の向上と整備を図ります。 

 

 

 

 

 

第８編 財政計画 

 

財政計画は、新市における 20 年間の財政運営の指針として、歳入・歳

出を各科目ごとに、過去の実績や現在の経済状況・財政制度を勘案しなが

ら推計し、普通会計(（※15）)ベースで作成したものです。 

作成にあたっては、健全な財政運営を基調に、合併に伴う変動要因や主

な節減経費等を反映させるとともに、合併特例債等の財政措置を勘案して

います。 

サイン計画整備事業 

地図情報統合事業 

市民ガイドブック作成事業 

新市要覧作成事業 

電子自治体推進事業 

新市ホームページ整備事業 

職員研修の充実 

 

第７編 公共的施設の適正配置と整備 

 

公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配

慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、さらには財政事情等を勘案し、

適正配置と整備を図っていきます。 

適正配置と整備の検討にあたっては、行財政運営の効率化はもとより、

現在の公共的施設の有効利用・相互利用等を総合的に勘案し、住民サービ

スの向上を図るよう配慮するものとします。 

現在の千代田町役場は、「千代田庁舎」として新市の事務所となるとと

もに、基幹的な機能を持たせます。また、現在の霞ヶ浦町役場については、

「霞ヶ浦庁舎」として移転整備を行います。両庁舎では、窓口サービス機

能を充実するとともに、電算システムの統合や一元化を行い、個々の施設

が有機的に機能するようネットワークを活用しながら行政の情報化を進

め、高度な行政機能の向上と整備を図ります。 

 また、市内の人口構成を踏まえ、人口が集中するＪＲ神立駅周辺の市街

地において行政窓口機能の充実を図るため、（仮称）中央庁舎の立地を進

めていきます。 

 

 

第８編 財政計画 

 

財政計画は、新市における 25 年間の財政運営の指針として、歳入・歳

出を各科目ごとに、過去の実績や現在の経済状況・財政制度を勘案しなが

ら推計し、普通会計(（※15）)ベースで作成したものです。 

作成にあたっては、健全な財政運営を基調に、合併に伴う変動要因や主

な節減経費等を反映させるとともに、合併特例債等の財政措置を勘案して

います。 
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ページ 旧（変更前） 新（変更後） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 23年度までは決算額を、平成 24年度以降は決算見込み額を

記載しています。 

 

（２）地方交付税 

現行の交付税制度を基本に、普通交付税算定の特例（合併算定替）等に

係る財政措置を見込んでいます。また、合併特例債等に係る地方債の元利

償還金に対する交付税措置を見込んでいます。さらに、平成 24 年度まで

は震災復興特別交付税を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、令和 4 年度までは決算額を、令和 5 年度以降は決算見込み額を記

載しています。 

 

（２）地方交付税 

現行の交付税制度を基本に合併特例債等に係る地方債の元利償還金に

対する交付税措置を見込んでいます。 
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かすみがうら市新市建設計画 新旧対照表 

ページ 新（変更後） 
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かすみがうら市新市建設計画 新旧対照表 

ページ 旧（変更前） 
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かすみがうら市新市建設計画 新旧対照表 

ページ 新（変更後） 

 
64ページ  

 

歳出 単位：百万円

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

人件費 3,670 4,128 4,032 3,998 3,789 3,815 3,674 3,577 3,535 3,156 3,199 3,264 3,132 3,114 3,076 3,294 3,261 3,250 3,410 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445

扶助費 1,353 1,370 1,582 1,590 1,851 2,537 2,671 2,622 2,649 2,898 3,007 3,065 3,137 3,163 3,270 3,276 4,300 3,942 3,251 3,349 3,449 3,553 3,659 3,769 3,882

公債費 1,387 1,437 1,473 1,486 1,583 1,745 1,817 1,832 1,767 1,811 1,885 2,076 1,923 1,879 1,970 2,045 2,018 1,958 1,986 1,913 1,992 1,925 1,988 1,906 1,917

物件費 1,488 1,540 1,454 1,414 1,604 1,639 1,793 1,734 1,800 1,976 2,095 2,127 2,054 2,038 2,136 2,485 2,570 2,868 2,969 2,626 2,613 2,600 2,587 2,574 2,561

維持補修費 176 154 129 152 143 153 147 139 167 147 137 167 165 188 170 186 175 186 182 181 183 182 182 182 182

補助費等 2,524 1,624 1,564 1,437 2,113 1,195 1,152 1,275 1,697 1,336 1,620 1,707 1,783 1,671 3,688 8,946 2,802 2,894 3,439 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464

繰出金 1,392 1,507 1,599 1,658 1,727 1,850 2,098 2,127 2,064 2,272 2,266 2,170 2,130 2,290 1,458 1,387 1,439 1,445 1,473 1,499 1,525 1,551 1,579 1,607 1,635

積立金 50 21 623 376 297 584 910 1,115 1,351 948 681 322 171 554 541 61 275 135 197 103 153 153 153 153 153

投資・出資金・貸付金 31 80 46 32 33 32 34 62 72 43 17 23 13 11 12 13 11 12 10 10 10 10 10 10 10

普通建設事業費 2,330 2,381 2,149 2,249 2,094 2,181 1,755 2,141 2,296 1,593 3,811 1,724 1,825 1,627 2,167 2,152 3,599 3,191 2,292 1,876 1,350 1,750 1,400 1,400 1,400

(うち特例債事業) 518 996 1,167 958 796 519 719 948 1,699 699 1,905 1,554 937 679 1,341 206 132 157 0 384 450 1,050 0 0 0

災害復旧事業費 0 0 3 0 0 1 281 195 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0

合　　　計 14,400 14,243 14,655 14,391 15,232 15,731 16,333 16,818 17,438 16,180 18,717 16,645 16,333 16,534 18,488 23,845 20,451 19,882 19,267 17,465 17,184 17,632 17,466 17,509 17,649

合計欄と各項目の合計は端数処理の関係上必ずしも合致しない。

区　　　分
決　　　算　　　額 決　　算　　見　　込　　み　　額
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裏表紙 平成 16 年 10 月  策  定 

平成 21 年 2 月  第 1 回変更 

平成 25 年 3 月  第 2 回変更 

 

平成 16 年 10 月  策  定 

平成 21 年 2 月  第 1 回変更 

平成 25 年 3 月  第 2 回変更 

令和 6 年 3 月  第 3 回変更 
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